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保安規定・核燃料物質使用許可対比表 

※該当箇所を青字で示す。また、変更箇所を赤字で示す。 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 第２章  保安及び保安品質マネジメントに関する組織 

２.設計及び運転等に係る品質マネジメント活動 

(２)保安品質マネジメント体制及び役割分担 

当社では、保安規定に基づく保安に係る組織及び維持規定に基づく安全維持組織に従い、社長をトップ

マネジメントとした品質マネジメント体制の下、以下のように保安品質マネジメント活動を実施する。 

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、保安品質マネジメントシステムを確立させ実

施させるとともに、マネジメントレビュー等により保安品質マネジメント活動を継続的に改善し、使用施設

等に係る保安上の業務を総括する。 

保安品質保証委員会は、燃料ホットラボ施設における保安品質マネジメント活動の継続的改善のため

に社長が見直しを行う場として開催する。 

放射線安全委員会は、社長の諮問を受け、保安規定の制定及び変更、核燃料物質等の使用、保管及

び運搬、使用施設等の運転保守管理、放射性廃棄物の管理及び放射線管理に関する規定、要領等の

制定及び廃止並びに変更、保安教育計画及び保安訓練計画に関する事項の他、使用施設等の保安に

係る重要な事項について審議する。 

保安品質保証責任者は、プロセスの確立、実施及びその実効性の維持、保安品質マネジメントシステ

ムの運用状況並びにその改善の必要性に関する社長への報告等の業務に係る責任及び権限が与えら

れ、燃料ホットラボ施設における保安品質マネジメントに係る業務を統括する。 

核燃料取扱主務者は、使用施設等に係る保安のため、保安上必要な場合において、社長に対する意

見の具申、各職位に対する助言、及び核燃料物質等の取扱いに従事する者に対する指示等を行う。 

内部保安品質保証監査組織は、燃料ホットラボ施設における保安品質マネジメント活動について定期

的に監査を実施する。 

社内保安品質管理者は、ウラン実験施設及び燃料実験施設における保安品質管理活動に係る業務を

統括し、品質保証室で構成する事務局は、社内保安品質管理者を補佐し、社内保安品質管理活動推

進に係る各部門との調整・連絡等を行う。 

社内保安監査組織は、燃料実験施設及びウラン実験施設における保安管理及び作業の安全管理が適

正に実施されていることを確認するため、定期的に社内保安監査を実施する。 

第二研究部長は、ホット試験技術開発室長を指揮監督して、燃料ホットラボ施設及びウラン実験施設に

おける核燃料物質等の使用等に関する業務の統括を行うとともに、原子炉化学技術開発室長を指揮監

督して、燃料実験施設における核燃料物質等の使用等に関する業務の統括を行う。 

ホット試験技術開発室長は、燃料ホットラボ施設及びウラン実験施設における核燃料物質等の使用等

に関する業務、設備並びに機器の運転（操作を含む。）及び保守に関する業務及び管理区域の作業管

理に関する業務を行う。 

原子炉化学技術開発室長は、燃料実験施設における核燃料物質等の使用等に関する業務、設備並び

に機器の運転（操作を含む。）及び保守に関する業務及び管理区域の作業管理に関する業務を行う。 

管理部長は、管理課長を指揮監督して、使用施設等における管理全般に関する業務の統括を行う。 

管理課長は、周辺監視区域の維持及び立入制限に関する業務、特殊健康診断に関する業務、社外関

係機関との協力体制、その他保安管理に係る取り決め等渉外に関する業務、通報連絡設備、消火設備 

（職務） 

第５条 当施設の保安に関する各職位と職務は、次のとおりとする。 

(1) 社長は、当施設に係る保安上の業務を総括する。 

 

(2) 第二研究部長は、ホット試験技術開発室長を指揮監督して、当施設における核燃料物質等の使用

等に関する業務の統括を行う。 

 

(3) ホット試験技術開発室長は、次の業務を行う。 

ア、核燃料物質等の使用等に関すること 

イ、設備並びに機器の運転（操作を含む。）及び保守に関すること 

ウ、管理区域の作業管理に関すること 

 

(4) 安全管理部長は、施設管理グループ長及び放射線管理グループ長を指揮監督して、当施設におけ

る保安管理に関する業務の統括を行う。 

 

(5) 施設管理グループ長は、次の業務を行う。 

ア、電気設備、非常用電源設備、気体廃棄設備及び液体廃棄設備の運転及び保守業務に関すること 

イ、周辺監視区域の維持及び立入制限に関すること 

ウ、通報連絡設備、消火設備並びに火災警報設備の保守に関すること 

 

(6) 放射線管理グループ長は、当施設における放射線管理、放射線測定、被ばく線量の管理及び放射

線測定器の管理に関する業務を行う。 

 

(7) 管理部長は、管理課長を指揮監督して、当施設における管理全般に関する業務の統括を行う。 

 

(8) 管理課長は、次の業務を行う。 

ア、特殊健康診断に関すること 

イ、社外関係機関との協力体制、その他保安管理に係る取り決め等渉外に関すること 

ウ、使用施設等の保安に係る調達業務に関すること 

(2)管理部業務

の一部を安全

管理部業務とし

て集約（一元

化）するため(7

箇所)。 
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※該当箇所を青字で示す。 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

１２－４．使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 第２章  保安及び保安品質マネジメントに関する組織 

並びに火災警報設備の保守に関する業務及び使用施設等の保安に係る調達業務に関する業務を行

う。 

安全管理部長は、施設管理グループ長及び放射線管理グループ長を指揮監督して、使用施設等にお

ける保安管理に関する業務の統括を行う。 

施設管理グループ長は、電気設備、非常用電源設備、気体廃棄設備及び液体廃棄設備の運転及び保

守に関する業務を行う。 

放射線管理グループ長は、使用施設等における放射線管理、放射線測定、被ばく線量の管理及び放射

線測定器の管理に関する業務を行う。 

第一研究部長は、材料技術開発室長を指揮監督して、燃料実験施設における核燃料物質等の使用等

に関する業務の統括を行う。 

材料技術開発室長は、燃料実験施設における核燃料物質等の使用等に関する業務を行う。 
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※該当箇所を青枠で示す。また、変更箇所を赤字で示す。 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 

備考 １１．閉じ込めの機能、遮蔽その他の事項に関する使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及

び設備 

第５章  放射線管理 

  

（周辺監視区域） 

第３０条 周辺監視区域は、別図第３に掲げる区域とする。 

２ 安全管理部長は、前項の周辺監視区域境界に柵を設けるか又は標識を掲げることにより、業務上

立ち入る者以外の者の立入りを制限する。 

(2)管理部業務

の一部を安全

管理部業務と

して集約（一元

化）するため(1

箇所)。 
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※変更箇所を赤字で示す。 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 

備考 参考資料 燃料実験施設（施行令第４１条非該当施設） 押出造粒試験設備 の解体撤去 

（令和５年６月２３日付け申請後の令和５年１１月３０日付け一部補正時に添付） 

第５章  放射線管理 

押出造粒試験設備 の解体撤去について 

1. はじめに 

燃料実験施設における核燃料物質等の試作・製作試験設備のうち、押出造粒試験設備 の使用を終了

し解体撤去する。本資料は、押出造粒試験設備 の解体撤去に関する概要について纏めたものである。 

2. 設置場所 

解体撤去する使用設備の設置場所は以下の通りである。図１ １に押出造粒 試験設備 の配置図を示

す。 

・燃料・化学 実験施設 セラミック調整室内 

 なお、セラミック調整室内に設置された他の許可設備には、本設備の解体撤去に伴う影響はなく、申

請書の変更は生じない。 

3. 解体撤去する使用設備 

解体撤去する使用設備は下記のとおり 。図 １ ２に押出造粒 試験設備 の 外観写真 を示す。 

また、図１ ３～図 １ ５に各装置の製作図と外観写真を示す。 

押出造粒試験設備 

 ・混練機 UO2 粉末にバインダーを添加して練り上げる装置 

 ・押出造粒機 ：混錬機で練り上げた UO 2 粉を押し出して粒状にする装置 

 ・整粒機 ：押し出された不定形の UO 2 粒状を球状に整粒する装置 

 ・フードボックス：上記装置の取扱による汚染拡散防止のための設備 

なお、押出造粒試験設備の制御装置については、フードボックス外に設置しているため非汚染物とし 

て取扱う。また、 受託業務により製作した 混練機、押出造粒機、 整粒機については、解体後 に 

 核燃料物質使用施設である日本原子力研究開発機構 大洗研究所の照射燃料試験施設 AGF) 以 

下「 AGF 」 へ 資材返却のため、 「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規 

則」 に基づく 車両輸送 をおこなう 。 

4. 解体撤去の方法 

4.1 解体撤去の手順 

解体撤去対象となる押出造粒 試験設備 は 、 核燃料 物質等による 汚染 が無い部分 （非汚染部 

と核燃料物質等による汚染の可能性がある部分 汚染部 で構成されている。解体方法は後述するが、 

解体により分別回収した 汚染部 は、 放射性廃棄物として社内規定等に従い解体撤去を行う。本設備 

の解体を行う作業エリアとして、同施設内にグリーンハウスを設置する。作業エリア内は 既許可排気設 

備により負圧が維持されており、解体作業時に発生する粉塵等の管理区域外への汚染拡散等の問題 

はない。 また、グリーンハウスからの退域時には、身体の汚染検査を実施して汚染の無いことを確認し 

たうえで退域をする。主な解体手順は以下の通りである。 

 

（放射性廃棄物でない廃棄物） 

第３３条の２ 放射線管理グループ長は、管理区域内において設置された資材等又は使用された物品

を「核燃料物質及び核燃料物質によって汚染されたもので廃棄しようとするもの」でない廃棄物（以下、

「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）として搬出する場合は、次に掲げる事項を確認する。 

(1)設置された資材等については、適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管

理された使用履歴、設置状況の記録等により汚染がないこと。なお、汚染された資材等については、汚

染部位を特定・分離を行った場合、汚染されていない部位について、適切な測定方法により、放射線測

定評価を行い、汚染がないことを確認した上で、それ以後に適切な汚染防止対策、使用履歴、設置状

況の記録等により汚染がないこと。 

(2)使用された物品については、適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管理

された使用履歴の記録等により、汚染がないこと。なお、使用履歴の記録等が適切に管理されていなか

った物品については、適切な測定方法により、放射線測定評価を行い、汚染がないことを確認した上

で、それ以後に適切な汚染防止対策、使用履歴の記録等の管理が行われた場合には、その記録等に

より汚染がないこと。 

(3)放射性廃棄物でない廃棄物として搬出するまでの間、他の資材等及び物品との混在防止の措置が

講じられていること。 

(4)適切な測定方法によって、念のための放射線測定を行い、測定結果がバックグラウンド変動を考慮し

た理論検出限界曲線の検出限界値未満であること。 

 

 

(1)「放射性廃

棄物でない廃

棄物」の考え方

を適用するた

め。 
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核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 

備考 参考資料 燃料実験施設（施行令第４１条非該当施設） 押出造粒試験設備 の解体撤去 

（令和５年６月２３日付け申請後の令和５年１１月３０日付け一部補正時に添付） 

第５章  放射線管理 

(1) 混練機、押出造粒機、 整粒機 

①混練機、押出造粒機、 

整粒 機の解体作業 

社内規定に従い、作業者は適切な放射線防護具（半面マスク、特殊作業着（つなぎ服）、ゴム手 

袋、線量計等）を着用する。 

②解体作業エリアの設置 

解体作業エリアとして、フードボックスの周りにグリーンハウスを設置する。また、グリーンハウス内 

の排気のために局所排気設備を設置し、 既設の 排気設備に接続する。なお、グリーンハウス内 

での解体作業前には以下を確認する。 

(a) 局所排気系統が運転され負圧が維持されていること。 

(b) グリーンハウスの排気風量が維持されていること。 

(c) 解体作業をおこなう場合、防炎養生をする。 

③解体手順 

(a) 混練機、押出造粒機、 整粒 機、それぞれの電源コードをフードボックスより切り離す。 

(b) 100 ℓ ドラム缶をグリーンハウス内に設置する。 

(c) フード ボックス 側面 扉を開放する 。 

(d) ケミカルジャッキ等 の 試験器具を フード ボックスから取り出し て汚染検査を行い、汚染 

結果に応じて適切に 廃棄する 。 

(e) 混練機、押出造粒機、 整粒 機を固定しているネジを外す。 

(f) 外した混練機、押出造粒機、 整粒 機をフード ボックスから取り出し 、グリーンハウス内に 

て分解する。 

(g) 分解したパーツ毎に用意したビニール袋へ入れる。ビニール袋に入れたパーツは、核燃汚 

染物としてグリーンハウス内に設置した 100 ℓ ドラム缶へ収納する。 

(h) 100 ℓ ドラム缶に収納できない場合は、適宜、バンドソー又はセイバーソー等の電動工具を用 

いて収納できる大きさに切断する。なお、切断した把手等は汚染検査を行い、汚染結果に応じ 

て適切に 廃棄する 。 

(i)混練機、押出造粒 機、 整粒 機を封入した 100 ℓ ドラム缶 4 本については、 「 AGF 」へ 

搬出 する。 

(i)切断物はビニール養生した上で、 200 ℓ ドラム缶に収納し、 一時保管のため 廃棄物保管室

へ運搬する。 
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※該当箇所を青字で示す。 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 

備考 参考資料 燃料実験施設（施行令第４１条非該当施設） 押出造粒試験設備 の解体撤去 

（令和５年６月２３日付け申請後の令和５年１１月３０日付け一部補正時に添付） 

第５章  放射線管理 

(2) フードボックス 

① 非汚染 部 の解体 作業 

非汚染部とは、フードボックスの脚の部分など、明らかに汚染がない部分である。 

非汚染の 箇所は解体時に汚染検査をおこない、汚染が無いことを確認した上で、 社内規定 「原 

子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取り扱いについて 指示 」平成 20 ・ 4 ・ 21  

原院第 1 号 平成 20 年 5 月 27 日原子力安全・保安院制定 NISA 111a08 1) を参考に 搬出 

基準を定めた規定 。以下同じ。 に基づき 非放射性廃棄物 の 産業 廃棄物 として適切に処分 

する。 

(h) グリーンハウス内にて上部構造物とアクリル板を、バンドソー又はセイバーソー等の電動工具 

を用いて、 200 ℓ ドラム缶に収納出来る大きさに切断する。 

 

②汚染部 の解体作業 

(a) フード ボックス 本体内 底面の養生シートを取り外し放射性固体廃棄物として処分する。 

(b) フード ボックス本体内面 は アルコール等を滲みこませたガーゼ等で払拭し、 遊離性の汚染 

を取り除く 。 

(c) 上部ダクト 接続部 の 固定ボルトを緩め、 排気箇所から接続ダクトを 縁切り し、縁切りした 

 排気設備の 開口面を塞ぐ。 

(d) 上部構造物を取り外し、 グリーンハウス内 の床面に仮置きする 。 

(e) アクリル板 の 固定ボルトを緩め て 取り外 し、グリーンハウス内 の床面に仮置きする 。 

(f) フード ボックス骨組みを小型切断機により、上部 から 切断する。 

(g) 2 00 ℓ ドラム缶をグリー ンハウス内に設置する。 

(j) グリーンハウスを解体する。 

(k) フードボックス アンカーボルトを 取り外す 。 

(l) 作業エリアの汚染検査を行い、汚染がない ことを確認する。 

（3）制御装置の解体作業 

フードボックス外に設置された非汚染の制御装置については、電源コードを混練機、押出造粒機、 

 整粒 機からそれぞれ切り離し、汚染検査により汚染が無いことを確認した上で、社内規定に基づ 

き非放射性廃棄物として適切に処分する。 

4.2 解体撤去時の 火災予防 

本設備の解体時に火災予防として 、 バンドソー 等 の電動工具を用いた 切断 を行う際 には グ 

リーンハウス内に耐火・耐熱 シート を設置するとともに、 グリーンハウス内に 可燃物の 回収を行 

い、作業エリア 周辺に消火器を 配置 する。 
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※変更箇所を赤字で示す。 

 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

該当頁なし 第 7 章  施設管理 

 （施設管理方針及び施設管理目標の策定） 

第４１条の２  第二研究部長は、当施設の安全確保を最優先として、施設管理の継続的な改善を図る

ため、施設管理の現状を踏まえて、施設管理方針を定める。また、施設管理の有効性評価の結果に応

じて、必要により施設管理の実施方針の見直しを行う。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は、施設管理の実施方針に基づき、管理の改善を図るための施設

管理目標を設定する。また、施設管理の有効性評価の結果を踏まえた施設管理目標の見直しを行う。 

 

（施設管理の重要度が高い設備・機器に対する定量的な目標の策定） 

第４１条の３  第二研究部長及び安全管理部長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する設備・機

器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は、前項の定量的な目標について、核燃料取扱主務者の同意を

得るとともに社長に報告する。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第４１条の４  第二研究部長及び安全管理部長は、所掌する設備・機器について、第４１条の施設管

理目標及び前条の重要度が高い設備・機器の定量的な目標を達成するために、次の各号に掲げる事

項を定めた施設管理実施計画を策定する。 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

(2) 使用施設等の設計及び工事に関すること。 

(3) 使用施設等の巡視(使用施設等の保全のために実施するものに限る。)に関すること。 

(4) 使用施設等の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期(使用施設等の操作中及び操作停止中の

区別を含む。)に関すること。 

(5) 使用施設等の工事、点検、検査等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 

(6) 使用施設等の設計、工事、巡視、点検、検査等の結果の確認及び評価の方法に関すること。 

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(未然防止処置を含む。)に関すること。 

(8) 使用施設等の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は、前項で定めた施設管理実施計画について、核燃料取扱主務

者の同意を得るとともに社長に報告する。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（保全活動の実施） 

第４２条 第二研究部長及び安全管理部長は、所掌する設備・機器について、前条で定めた施設管理

実施計画に従って保全活動を行う。 

 

 

 

 

(2)管理部業務

の一部を安全

管理部業務とし

て集約（一元

化）するため(6

箇所)(管理部長

及び管理課長

の記載削除を

含む)。 
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※変更箇所を赤字で示す。 

 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

該当頁なし 第 7 章  施設管理 

 （定期的な自主検査） 

第４２条の３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、第４１条

の４で定めた施設管理実施計画に従って、次の各号に掲げるところにより定期的な自主検査を行う。な

お、検査にあたっては、必要に応じて対象となる設備を所管する部門と異なる部門の者に行わせなけれ

ばならない。 

(1) 施設の保安上特に管理を必要とする設備の定期的な自主検査を年 1 回以上行う。 

(2) 施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器の点検校正を年 1 回行う。 

２ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、前項の結果、異常を

認めた場合は、修理等の措置を講じる。 

３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ及び施設管理グループ長は、第１項の定期的な自

主検査の結果及び第２項の措置について、第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者に報

告する。 

 

（修理及び改造） 

第４２条の４ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、当施設に

係る建家又は設備若しくは機器の修理を行おうとする場合に、その修理が当施設の保安に影響がある

と認められたときは、あらかじめ第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者の同意を得る。 

２ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、当施設に係る建家

又は設備若しくは機器の改造を行おうとするときは、その改造が当施設の保安に影響があると認められ

たときは、あらかじめ第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者の同意を得る。 

３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、第１項の修理及び

第２項の改造を行おうとする場合は、あらかじめ許認可申請手続きの必要性を確認する。 

４ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、第１項の修理及び

第２項の改造を終えたときは、その状況について、第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務

者に報告する。 

 

（保全活動の有効性評価） 

第４２条の５ 第二研究部長及び安全管理部長は、保全活動から得られる情報等から、保全活動の有

効性を評価し、保全活動が有効に機能していることを確認する。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は前項の確認の結果、必要と認められる場合には見直しを行い、

継続的な改善に繋げる。 

(2)管理部業務

の一部を安全

管理部業務とし

て集約（一元

化）するため(9

箇所)(管理部長

及び管理課長

の記載削除を

含む)。 
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※変更箇所を赤字で示す。 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

該当頁なし 第１１章  記録及び報告 

 （記 録） 

第６１条 第二研究部長及び安全管理部長は、別表第１６第１欄に掲げる事項について、それぞれ同表

第２欄に掲げるところに従い、同表第３欄に掲げる者に記録させ、それぞれ同表第４欄に掲げる者に、

同表第５欄に掲げる期間保存させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)管理部業務

の一部を安全

管理部業務とし

て集約（一元

化）するため(1

箇所)(管理部長

及び管理課長

の記載削除を

含む)。 
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※変更箇所を赤字で示す。 

 

核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

該当頁なし 第１１章  記録及び報告 

  (2)管理部業務

の一部を安全

管理部業務とし

て集約（一元

化）するため(2

箇所)(管理部長

及び管理課長

の記載削除を

含む)。 
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核燃料物質使用許可 核燃料物質使用施設等 保安規定 
備考 

該当頁なし 第１１章  記録及び報告 

   


